
個票

個票

）

別紙様式第１　様式2-1 ①

（令和４年度第２次補正） 地域少子化対策重点推進交付金　実施計画書 （市町村分）

自治体名 うきは市 (都道府県： 福岡県

本事業の担当部局名 企画財政課　企画調整係

（地域における実情と課題及び本個別事業の位置付け ）

（本個別事業における現状と課題）

（課題への対応）

１．概要

【補助対象要件】

【補助上限額】

【対象費目】

事 業 メ ニ ュ ー 結婚新生活支援事業

区 分 結婚新生活支援

関 連 事 業 メ ニ ュ ー
4_2 新規に婚姻した世帯に対する住宅取得費用又は住宅賃借費用に係る支援及び引越費用等に係る支
援（都道府県主導型コース）

個 別 事 業 名 うきは市結婚新生活支援事業
新規／継続
(一般財源での
実施も含む)

継続

実施期間 交付決定日 ～ 令和6年3月31日 事業開始年度 平成28 年度

対象経費支出予定額
※（注）１ 9,000,000 円

・所得要件
夫婦の合計所得が

500万円未満
自治体独自
基準の場合

・年齢要件
夫婦ともに婚姻日における年齢

が39歳以下の世帯
自治体独自
基準の場合

29歳以下
の場合

各費用に係る合計が60万円
自治体独自
基準の場合

39歳以下
の場合

各費用に係る合計が30万円
自治体独自
基準の場合

家賃 住宅購入費用 リフォーム費用 引越費用

自治体における少子化
対策の全体像及びその
中での本個別事業の位
置付け
※（注）２ 

＜地域における実情と課題＞　
○うきは市はこれまで、「新エンゼルプラン（H11）」や「次世代育成支援対策推進法（H15）」に基づき、少子化対策や子
育て環境の改善等に努めてきた。また、平成27年には「うきは市ルネッサンス戦略（地方版総合戦略）」を策定し、結婚
理解促進活動や子どもの健やかな育児環境と出生率向上を目的として、少子化対策に取り組んできた。また令和３年
度には「第２期うきは市ルネッサンス戦略（地方版総合戦略）」を策定し、「結婚から子育てを経て生涯夢を持ち生活する
ことができるうきは市」と題して、結婚理解促進活動や子育て世代への支援を充実強化し、切れ目のない支援を実施す
ることで総合的に少子化対策に取り組んでいる。

○しかしながら、本市の人口は1955年の42,675人から減少傾向にあり、令和２年度に実施された国勢調査では27,981
人まで減少した。令和３年４月には過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法が施行され、うきは市の浮羽地
域(旧浮羽町)が過疎指定されるなど、人口減少による過疎化が進行している。また、合計特殊出生率については、2003
年～2007年には1.50、2008年～2012年には1.53、2013年～2017年には1.65と上昇傾向にあるが、人口置換水準の2.07
には達しておらず、出生数についても年々減少しており、社会減プラス自然減で減少傾向に歯止めがかかっていない。
今後も出生数が増加に転じることは厳しい見通しであることに加え、未婚化・晩婚化が進行しており、昭和58年（37年
前）の婚姻件数が210組あったのに対し、平成15年は145組、平成24年は131組、平成29年は110組、令和元年には97
組、令和２年は78組となり、令和3年には115件と前年度より回復したが、令和４年度には72件と再び落ち込んでおり、
対策を講じる必要がある。

○また、結婚や出生率に影響する要素の一つとして、本市は市町村民所得が一人当たり平均245万円と低く、大きなマ
イナス影響を及ぼしていると考えられる。厚生労働省の「2004年少子化に関する意識調査」によると、子供一人育てる
のに必要な最低限の世帯収入は、子供のいない夫婦の場合654万円と回答があることからも、うきは市においても経済
的理由により結婚に不安を抱える方が一定数いることが推測され、特に長期化するコロナ禍においては、出会いの機
会が制限されていることから、県や近隣市町村における出会いの機会創出の取り組みと連携し、結婚への道筋を手助
けすると共に、経済的不安により結婚に踏み込めない世帯への後押しとなるよう支援を続けていくことが不可欠であ
る。

＜本個別事業の位置付け＞
「第２期うきは市ルネッサンス戦略（地方版総合戦略）」において、「結婚から子育てを経て生涯夢を持ち生活することが
できるうきは市」を基本的な目標として掲げ、下記の取組を行うこととしている。
①子育て支援を推進します（児童・生徒の人材育成や子育てママの働く応援事業など）
②結婚と出産したい希望を叶えます（結婚理解促進活動や出産・不妊に係る経済的支援など）
③うきはっ子が世界に羽ばたく教育を推進します（異文化交流事業やICT教育など）
④「うきは市＝健康のまち」を推進します（スポーツ推進や生きがい対策プログラムなど）
本事業は、上記取組の②に位置づけられる。
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【その他独自要件】　

２．申請見込

①新規世帯見込 16 
上記のうち ともに29歳以下 10 左記以外 6

【積算根拠】

　【令和４年度申請状況】

令和 月 ～ 令和

申請 見込 世帯数 20 世帯

②継続補助見込 継続補助実施の有無 有

見込世帯数 4 
対象経費支出予定額 1,200,000 

３．広報の実施予定

KPI項目 単位 目標値 現状値

合計特殊出生率(ベイズ推定値) 1.8（令和7年） 1.65(平成25年～平成29年)

平成28年度以降の結婚新生活支援交付件数 件 78(令和7年) 63(令和3年)

項目 単位 直近の実績

合計特殊出生率 1.65(2013年～2017年)

婚姻件数 件 72件(令和4年)

婚姻率 2.58(令和4年末)

KPI項目 単位 目標値 現状値

支給世帯実績／支給見込世帯数の割合 ％ 100 57
結婚新生活支援事業に関するアンケートにおける「本事業の認知度」 ％ 50 33
結婚新生活支援事業に関するアンケートにおける「地域に応援され
ていると感じた世帯の割合」 ％ 70 60

参考指標
※（注）５

他自治体との連携・役割
分担の考え方及び具体

的方法　※（注）７

・福岡県が運営するメールマガジン(登録者:役10,000人)や県HPで広報を行う。
・福岡県が設置する結婚新生活支援事業拡大方策協議会において、本事業の効果や課題・検証等を行い、次年度以
降の事業に反映させていく。また、都道府県主導型市町村連携コースの実施要件として、県が本交付金を活用して取り
組む２事業については、実施計画に基づいた連携・協力を行う。

民間事業者との連携・役
割分担の考え方及び具

体的方法　※（注）８

・商工会や商工会議所、農協、消防団などと連携し、会員企業の従業員や団体職員、所属団員に対して情報提供を行
う。

※（注）３

夫婦ともに市税を滞納していないこと。

29歳以下：10世帯（申請見込）×60万円（補助上限額）＝6,000千円
上記以外：6世帯（申請見込）×30万円（補助上限額）＝1,800千円
申請見込みについては令和４年度の当事業における支給実績を引用

・市が作成したチラシを200枚印刷し、本庁に50枚、浮羽市民センターに50枚、西別館に30枚、るり色ふるさと館に30枚、観光会館土蔵
に20枚、ウキハコに20枚配架する。
・市が作成したポスターを本庁、浮羽市民センター、西別館、るり色ふるさと館に各一枚ずつ掲示する。
・市の公式LINEにて３カ月に１回情報発信する。
・無線放送を2週間に1回、朝晩に放送する。
・広報誌に2回掲載する(4月、9月)
・市のホームページに掲載する。
・商工会と連携し、市内事業者へチラシを配布する(約800枚)

少子化対策全体の重要
業績評価指標(KPI)及び
定量的成果目標　※（注）４

個別事業の重要業績評
価指標(KPI)及び定量的

成果目標　※（注）６

（注）
１「対象経費支出予定額」には、本交付金の対象外経費を除いた対象経費支出予定額（補助率を乗じる前の額）を記入すること。また、金額の根拠となる資料（見積書
等）を添付すること。
２「自治体における少子化対策の全体像及びその中での本個別事業の位置付け」には、次の①～③を記載すること。ただし、結婚新生活支援事業において、②③は記
載不要。
　①これまでの自治体における少子化対策の全体像及びその効果検証から浮かび上がった地域の実情・課題と、それらを踏まえた、自治体における少子化対策の全体
　　像及びその中での本個別事業の位置付け　
　②本個別事業が継続事業である場合はこれまでの事業実施状況及びその中で見つかった課題（新規事業である場合は不要）
　③本個別事業が新規事業である場合は地域における実情と課題への対応、継続事業である場合は本個別事業における現状と課題への対応
３「個別事業の内容」には、本個別事業の具体的内容を記載すること。
　※個別事業を次年度以降も自立的に発展させるため、事業内容の末尾に必ず次年度以降に向けた事業の方向性を記載すること（結婚新生活支援事業においては記
載不要）。
　※事業内容を検討する上で参考とした既存事業があれば、都道府県名又は市町村名、事業名を記載すること（結婚新生活支援事業においては記載不要）。
４「少子化対策全体の重要業績評価指標(KPI)及び定量的成果目標」については、自治体の少子化対策全体のKPI及び定量的成果目標を達成予定時期を含め記載する
こと。また、各自治体は少なくとも令和５年度終了時点に、各自治体において効果検証を実施すること。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
５「参考指標」には、各自治体の合計特殊出生率、婚姻件数、婚姻率を記載すること。　　　　
６「個別事業の重要業績評価指標（KPI）及び定量的成果目標」には、自治体における少子化対策の全体像の中での本個別事業の位置付けを踏まえ、KPI及び定量的成
果目標を達成予定時期を含め記載すること。また、各自治体において効果検証を実施すること。
　※過去に関連する事業を実施している場合は、過去に設定したKPIを踏まえたKPIを設定すること。
　※結婚支援センター事業を実施する場合は、参考として直近年度の「会員登録数」「引き合わせ成立者数」「カップル成立組数」「成婚数」を記載すること。
７「他自治体との連携・役割分担の考え方及び具体的方策」には、本個別事業を他の都道府県や市町村と連携のもと実施する場合、その考え方及び具体的方法を記載
すること。
８「民間事業者との連携・役割分担の考え方及び具体的方法」には、本個別事業を民間事業者との連携のもと実施する場合、その考え方及び具体的方法を記入するこ
と。


